
資料３－３

2030年に向けた既存建物（中小規模）に
対する取組について

１ 今後の既存建物(中小規模)の目指す方向性

２ 地球温暖化対策報告書制度の強化・仕組の充実について（案）



本日ご議論いただきたい主な内容

２ 地球温暖化対策報告書制度の強化・仕組の充実について（案）
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１ 今後の既存建物(中小規模)の目指す方向性
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１-１ 既存建物（中小規模事業所）への取組概要

4

Ẍ Ḳ

ẇ

Å

CO2

Å

ẑ ẁ

3,000KL ẁ30kl /

ṕ ṕ Ṗ ṕ Ṗ Ṗ

ṕ Ṗ

Ṯ ṯ

Å

ẑ

V

V

ṕ Ṗ

2

2.3
ṕ ỆṾṖ

1.1
ṕ 2Ṿ Ṗ



１-２ 地球温暖化対策報告書制度：対象事業者の概況と削減実績

5

Ḳ

Å Ḳ 280 ṕ 2.3 *1Ṗ

Å

ṕṬ Ṗ

Å

ẑ Ḳ 1,600 ṕ 1.1 ẁ2Ṗ
ẁỄ

ṕ30kl / Ṗ

ü Ḳỉ ẑ Ễ

ẑ Ị

ü ḲỈ ṕ Ṗ

ṕ 280 Ṗ

ṕ 2.3 Ṗ

ẇ

ẇ CO2

CO2 ṕ Ṗ

ṕ ṏ 30 Ṗ

ẁ1 ṕ30kl/ Ṗ



１-３ 中小規模事業所を取り巻く最近の環境
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●グローバルな観点を踏まえた脱炭素対策を重視する企業が増加

（気候変動対策に関する情報開示を進める動きが拡大。

制度対象事業者に上場企業及び上場企業関連企業等が多いことにも関連）
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●サプライチェーンの観点から、取引先企業から脱炭素行動を求められる動き

（＊中小規模事業所における脱炭素への対応が、経営に影響を及ぼす状況に）

●中小規模事業所でも再エネ電気の調達を求める動き

●建築物省エネ法の改正（2021.4）により、
300㎡以上の中規模建物にも省エネ基準の適合義務化が拡大
（⇒今後新築される中規模以上の事業所は、高い省エネ性能が標準化される見込み）

＊2022年3月7日時点

＊地域のストックの上位レベルと比較したCO２排出レベルや建物のエネルギー効率性等のパフォーマンスを注目する

動きも（EUタクソノミー等）。



１-４ 2030年に向けた既存建物（中小規模）の取組イメージ
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▶取引先からの脱炭素化要請など、中小規模事業所を取り巻く環境変化に対応する

事業者等の取組を後押しするためにも、中小規模事業所のゼロエミ化への動きを推進
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東京都の部門別
CO2排出量
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●更なる省エネの深堀りや再エネ利用拡大に向けた制度強化等

（⇒ゼロエミ化に向けてより高いレベルでの対策と情報開示を推進する事業者等の取組を後押し）

ṕ Ṗ

省エネルギー診断

省エネ促進税制

各種補助制度

●提出義務者の省エネ・再エネの取組を発展・拡大
させていくための仕組みの検討

●脱炭素化のために、再エネ利用（電気調達等）を
希望する事業所を後押しする仕組みの検討

●積極的に取り組む企業や事業所がファイナンス上
等でも評価される仕組みなど、取組を後押しする
インセンティブ策の検討（より効果的な制度統計デー
タの公表・活用策等）

●省エネ診断や省エネ促進税制、金融機関等と連携した省
エネ支援等により、中小企業の脱炭素化を支援

＜参考＞支援等の仕組み充実の方向性

＜条例制度強化・仕組み充実の論点＞既存建物
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１-５ 取組の方向性（中小規模事業所）



２ 地球温暖化対策報告書制度の

強化・仕組の充実（案）について

2-1 目標となる達成水準の提示と報告書による達成状況の報告

2-2 再エネ利用に関する報告内容の拡充

2-3 より効果的な制度統計データの公表・活用等
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２ 制度強化の方向性

●提出義務者の省エネ・再エ
ネの取組を発展・拡大させ
ていくための仕組みの検討

●脱炭素化のために、再エネ
利用（電気調達等）を希望
する事業所を後押しする仕
組みの検討

2-1 目標となる達成水準の提示と報告書に
よる達成状況の報告

2-2 再エネ利用に関する報告内容の拡充

2-3 積極的な取組を後押しするインセンティブ策
（より効果的な制度統計データの公表・活用等）

更なる省エネの深堀りや再エネ利用拡大に向けた制度強化等

条例制度強化・仕組み充実の論点 制度強化の方向性

●積極的に取り組む企業や事
業所がファイナンス上でも
評価される仕組みなど、取
組を後押しするインセン
ティブ策の検討 10

（ゼロエミ化に向けてより高いレベルでの取組や情報開示を推進する事業者等の後押しを含む）



２-１ 目標となる達成水準の提示と
報告書による達成状況の報告

【強化・拡充する事項案】

¸ 現在の報告書での目標設定は事業者・事業所ともに任意の項目で、対象も１年分のみ

→東京都：2030年に向けて取り組んでいただきたい省エネ・再エネ
に関する事業所及び事業者としての目標となる達成水準を提示

＊ゼロエミ化に向けてより高いレベルでの取組や情報開示を推進する事業者等の評価向上につなげる
ための水準を設定 ⇒全ての事業所及び事業者全体としての目標設定と積極的な取組を後押し

→事業者（提出義務対象）：東京都が示した水準の達成に向けた事業者としての
推進計画を策定し、達成状況について報告書で報告・公表

（再エネについては、RE100等への対応として証書の利用等の取組を事業者（企業）として行う事例もあることに配慮）
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● 対象事業者等の要件は、現行と同様の取扱いを予定

※提出義務対象以外の任意提出の取組も引き続き継続（任意で上記内容を報告可能に）

＊省エネ法等の改正に向けた動向も注視

●引き続き、事業所ごと・事業者単位でのCO２排出量等の報告を求める。

※排出量算定時に適用する電気の排出係数や算定方法の見直し等を検討
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（再エネ率）

（事業所数）
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都が設定する2030年達成水準のイメージ

２-1 達成水準の具体的内容（再エネ）

※１ 2050年を見据え、再エネの取組に先駆的な事業所を評価するため再エネ
率100％の電気を基準とする。実施事業所は事業者が選択。達成水準とな
る事業所の割合は、都の2030年再エネ電力利用割合の目標等を踏まえて
設定

※２ 再エネ電力の利用拡大は、証書等の購入やオフサイトでの再エネ導入等
を含め、事業者全体で計画化・実行されることも多い実態を踏まえて検討
(RE100への対応等） 。都内事業所全体での取組状況の評価を基本としつ
つ、国内全体での取組も評価の視点に加えることも検討。達成水準となる
割合は、都の2030年再エネ電力利用割合の目標等を踏まえて設定

※ ①、②のほか、水準達成の判断においては、他の先進的取組の実施状況を勘
案することも検討（水準達成相当とみなす）
（例：再エネ設備の新規導入につながるようなオフサイトPPA、 DX等を活用
した高度なエネルギーマネジメント（PV+蓄電池等）に資する取組や最新技術
設備の新規導入等）

※各達成水準の具体は、2030年における中小規模事業所のあるべき姿を踏まえ、別途専門家等による検討も踏まえて今後詳細を設定
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【参考：再エネ電力利用の水準達成イメージ】

【再エネ電力利用水準】
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①事業所の取組：再エネ率100％電気を一定割合の事業所
で利用※１

または
②事業者としての取組：対象事業者の全事業所（都内等）
の利用電力量のうち再エネ電力量の割合が一定以上※2

（例）全ての事業所の電力利用量が同量で、系統からの供給電力の再
エネ率が国の2030年想定値（再エネ率38％）である場合に、
2割の事業所が再エネ率100％の電気を利用（調達）利用した時
⇒ 事業者全体の再エネ率はおおよそ50％



①事業所の取組：全ての事業所のエネルギー消費原単位
が一定水準以上※１

または
②事業者としての取組：都内全事業所のエネルギー消費
量の総量等について一定割合以上改善※２
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【参考１：低炭素ベンチマークレンジ基準】

※１ 全ての事業所のエネルギー効率を一定以上に底上げする水準に設定。
都の低炭素ベンチマーク(右図。報告書データを元に、事業所の延床面
積当たりのCO2排出原単位を業種別に指標化したもの）を踏まえて作成
するエネルギー消費原単位を活用（低炭素ベンチマークで区分設定がな
い業種等については別途検討）
＊事業所・事業者としてのCO２排出量は別途報告義務の対象となるため、
ここでは省エネ（エネルギーの効率的利用）に特化した視点として整理

※２ 対象事業者の都内全体での取組を評価。社会経済的評価を高めるため
の観点を踏まえて設定
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都が設定する2030年達成水準のイメージ

【省エネ（エネルギーの効率的利用）水準】

※各達成水準の具体は、2030年における中小規模事業所のあるべき姿を踏まえ、別途専門家等による検討も踏まえて今後詳細を設定

【参考２：過去10年間の報告書制度におけるCO2排出量原単位の改善率】

Ѱ↓ Ồ♥10 ₴ Ǯ
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⇒低炭素ベンチマークを
踏まえ、エネルギー消費
原単位のベンチマークを
新たに作成

※ ①、②のほか、水準達成の判断においては、他の先進的取組の実施状況を
勘案することも検討（水準達成相当とみなす）
（例：再エネ設備の新規導入（オンサイト） 、 DX等を活用した高度なエネル
ギーマネジメント（PV+蓄電池等）に資する取組や最新技術設備の新規導入等）

２-1 達成水準の具体的内容（省エネ）
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事業者東京都

対象 達成水準の内容（イメージ）

再
エ
ネ
電
力
利
用

①再エネ率100％電気を〇〇％の
事業所で利用

または

②対象事業者の全事業所（都内
等）の利用電力量のうち再エネ電
力量の割合が〇〇％

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効

率
的
利
用

①全ての事業所のエネルギー消費
原単位が一定水準以上

または

②都内全事業所のエネルギー消費
量の総量等を〇〇％改善

2025 2026 … … … 2030

再エネ水準②※ ×％ △％ … … … 〇〇％

エネルギー効率
水準①※ ×％ △％ … … … 〇〇％

年度 再エネ電力利用 エネルギーの効率的利用

202X

① ― ①※
エネルギー消費原単
位が一定水準以上で
ある事業所率：〇％

②※

対象事業者の全
事業所(都内等)
の利用電力量の
うち再エネ電力
量の割合：△％

② ―

2030年達成水準の策定

達成水準の提示

水準達成に向けた推進計画の策定

達成状況の把握・報告

推進計画・達成状況の公表

事業所等

実績の報告

水準達成に向けた
対策の実施

※推進計画で選択した水準の達成状況のみ把握・報告

※各水準については、①又は②から事業者が任意で選択

STORE

※制度開始時

２-１ 目標となる達成水準の提示と
報告書による達成状況の報告

＜報告書に追加する達成水準に係る記載事項等＞

都に報告
（毎年度報告書に記載）



２-２ 再エネ利用に関する報告内容の拡充
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【強化・拡充する事項案】
¸ 現状の報告内容では、再エネ利用に関する具体的な項目がない。

→再エネ利用に関する報告項目と公表内容を拡充※し、再エネ導入に意欲的な企業を
適正に評価できるよう強化。情報開示等を推進する事業者等を後押しするとともに、
更なる再エネ利用拡大のインセンティブとしていく。
※2-1で東京都が示す達成水準の状況報告に必要な項目を含む。

＊併せて、これから再エネ利用を希望する事業所を後押しする取組も検討
再エネに関する報告項目の変更イメージ

現 行 変 更 後

再生可能エネルギー利用事業所の数

再生可能エネルギー利用事業所率

再生可能エネルギー利用の有無

※設備導入・調達・証書利用から選択

事業者全体

事業所ごと

事業者全体

事業所ごと

事業所ごと・事業者全体（都内等）※の、

再生可能エネルギー電力利用量・利用割合

オンサイト設備導入、オフサイト設備導入、調達、
証書利用にかかる利用量等を報告

（事業者のデータ作成作業に係る負担軽減策も検討）

※証書購入等は事業者（企業）全体として取り組む事
例もあることに配慮



２-３ 積極的な取組を後押しするインセンティブ策
（より効果的な制度統計データの公表・活用等）
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【強化・拡充する事項案】

●情報開示等に積極的に取り組む事業者等の取組を後押しし、投資家・金融機関等からの評価に
もつなげていくため、事業者と都による公表内容等を拡充

・事業者へは、都が設定した水準の達成に向けた計画や進捗状況、再エネ利用に係る取組状況、床面積当
たりのエネルギー消費量等※の報告・公表を新たに拡充。併せて、事業者としての脱炭素への取組を広く
周知していただくため、公表方法をより具体的に示すことで、事業者からの情報発信を促進

・都は、対象事業者から報告された内容等をもとに、対象事業者（所）の取組状況等（取組や水準達成に
向けた進捗状況等（CO2排出量データ等※を含む））に係る情報の公表を拡充（第三者にとってわかりや
すく公表するオープンデータ化も）。
⇒事業者の脱炭素への取組状況を、サプライチェーン企業や金融機関等が把握しやすいよう公表する
ことで、報告書提出事業者の企業評価の向上につなげる（効果的な公表による社会的評価の向上に
つなげることで、提出義務対象外の小規模事業者からの制度参加も更に促進）。

※公表項目は事業者の競争・事業運営等への影響にも配慮して検討

※事業所の床面積当たりのエネルギー消費量の非公表を特に希望する事業者に対しては一定の配慮を行う。

・オンライン手続きの拡大等による事業者の報告への負担軽減 など

● 対象事業者の負担軽減に資する取組



２-３ より効果的な制度統計データの公表・活用
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※各事業者の取組が、誰からもわかりやすく、
見たい情報を自分で抽出することが可能に

●都による公表イメージ

■事業者情報のオープンデータ化■事業者の取組をわかりやすく公表
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【参考】 現状の都のホームページによる公表画面
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現在の報告書の公表状況
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